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第１ ヒアリング等の実施概要

１ ヒアリング実施概要

事務局において、以下の要領で対象企業の法務部門の担当者よりヒアリングを行っ

た。

① 対象企業（５０音順）

○ 新日本製鐵

○ 東京ガス

○ 東芝

○ トヨタ自動車

○ 三井住友銀行

○ 三菱商事

② 実施時期

平成１４年２月ないし３月

２ 経営法友会及び商事法務研究会による「第８回 法務部門実態調査」（別冊ＮＢＬ．

ｎｏ６３ 参照）

経営法友会及び商事法務研究会において、以下の要領でアンケート調査が行われた。

① 調査対象企業等

全国証券取引所 店頭登録 非上場 計

上場会社 その他

発送数 ２４５２ ８７１ １７５４ ５０７７

回答数 ７９９ １０１ ２８３ １１８３

回収率(%) ３２．６ １１．６ １６．１ ２３．３

② 実施時期

平成１２年６月３０日～８月３１日



第２ 前記ヒアリング調査及び法務部門実態調査の概要

（ヒアリング調査の結果については、各企業からの回答の一般的な傾向をとりまと

めたものにすぎない。）

１ 法務専門部署の有無 有り：５２．１％（実態調査から）

２ 人数等

① ヒアリング調査から

○ 法務部門における司法修習未了の司法試験合格者 ０名ないし１名

○ 法務部門における日本の弁護士資格者数 ０名ないし２名

② 実態調査から

○ 司法試験合格者数 ・法務部門内 ７名

・従業員全体 １７名

○ 弁護士会登録者数 ・法務部門内 ３０名

・従業員全体 ３９名

３ 法務部門の業務内容

○ 主要な業務内容（実態調査から（上位５つを回答））

① 契約関係（国内） ８８．３％

② 法律相談等関係（国内） ６９．５％

③ 株式・総会関係 ５７．５％

④ 訴訟等管理関係 ５１．７％

○ 弁護士（企業外）と法務担当者との役割分担の実情（ヒアリング調査から）

・ 訴訟への対応に当たっては、法務担当者が事実関係の調査・整理、証拠の整理

等を行い、その他を弁護士（企業外）に依頼する。

４ 今後重要となる法務問題（実態調査から（上位３つを回答））

① 知的財産権 ４６．７％

② Ｍ＆Ａ・企業再編 ３３．１％

③ ＩＴ関連 ３０．６％

④ 電子商取引 ２８．５％

⑤ 企業倫理 ２４．１％

⑥ 環境関連 ２３．８％

⑦ 情報管理 ２１．５％

⑧ 消費者関連 ２１．５％



５ 企業内において考えられる弁護士や司法試験合格者の活用分野（ヒアリング調査か

ら）

○ ビジネスの先端で、大きなプロジェクトに企画段階から関与してほしい。

○ 企業内弁護士については、法廷活動以外の弁護士業務を担当してほしい。

○ 企業内弁護士については、弁護士秘匿特権が必要な業務を担当させることがあり

得る。

６ ヒアリング調査で聞かれたその他の意見

○ 企業法務経験者に対する司法修習免除については、是非実現してほしい。

○ 司法試験合格者の企業外流出がありうることについては、企業側の努力次第であ

る。

○ 司法試験合格後修習せずに勤務して、退職後に司法修習をした者がいたが、高齢

になってからの司法修習は大変だと聞いている。

○ 司法試験合格者が司法修習のために実務をはずれることには、マイナスが大きい。

○ 企業法務の仕事においては、商事法の分野では司法修習程度の知識では足りない。


